
予算事業で実施していた重症心身障害児（者）
通園事業については、平成24年度から法定化
され、安定的な財源措置が講じられることと
なった。

イ　地域における療育体制の整備
　地域で生活する障害のある児童の療育とし
て、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
所において指導訓練等が行われている。
　なお、児童福祉法等の一部改正により、平
成24年４月から、各障害種別に分かれていた
施設体系について一元化された。このほか、
児童相談所等における相談支援等の施策によ
り、障害のある児童とその家族への支援を
行っている。これら在宅施策と施設施策を総
合的に推進し、障害のある児童が、できるだ
け身近な場所で適切な療育を受けられる体制
の整備を図っている。
　なお、障害のある児童に対する居宅介護や
短期入所などの在宅施策については、平成18
年４月より、「障害者自立支援法」（平成25年
４月から「障害者総合支援法」）の障害福祉

サービスに位置づけられ、財政的な基盤強化
が図られている。

３．指導体制の整備と研究の推進

（１）学級編制及び教職員定数

　公立の特別支援学校及び小・中学校の特別
支援学級においては、障害の状態や能力・適
性等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に
応じた指導や配慮が特に必要であるため、「公
立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の標準に関する法律」（以下「義務標準法」
という。）に基づき、学級編制や教職員定数
について特別の配慮がなされている。
①　学級編制
　１学級の児童生徒数の標準については、数
次の改善を経て、現在、公立特別支援学校で
は、小・中学部６人、高等部８人（いわゆる
重複障害学級にあってはいずれも３人）、公
立小・中学校の特別支援学級では８人となっ
ている。

支援 支援の内容

障
害
児
通
所
支
援

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応
訓練、その他の必要な支援を行うもの

医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応
訓練、その他の必要な支援及び治療を行うもの

放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社
会との交流の促進その他の必要な支援を行うもの

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専
門的な支援その他の必要な支援を行うもの

障
害
児
入
所
支
援

福祉型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立自
活に必要な知識技能の付与を行うもの

医療型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導、独立自活
に必要な知識技能の付与及び治療を行うもの

■図表５-４　障害児通所支援・障害児入所支援の体系

資料：厚生労働省
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②　教職員定数
　公立の特別支援学校における児童生徒数が
増加していることや障害が重度・重複化して
いることにかんがみ、大規模校における教頭
あるいは養護教諭等の複数配置や、教育相談
担当・生徒指導担当・進路指導担当及び自立
活動担当教員の配置が可能な定数措置を講じ
ている。
　平成23年４月の義務標準法の一部改正で
は、通常の学級に在籍する障害のある児童生
徒を対象とした通級による指導の充実など特
別支援教育に関する加配事由が拡大された。
このような経緯も踏まえ、公立小・中学校に
おけるいわゆる通級指導など特別な指導への
対応や、特別支援学校のセンター的機能強化
のための教員配置など、特別支援教育の充実
に対応するための加配定数の措置を講じてお
り、平成26年度政府予算においては、235人
の定数改善を含む6,176人を盛り込んでいる。

（２）教職員の専門性の確保

　特別支援教育担当教員の養成は、現在、主
として大学の特別支援教育関係の課程等にお
いて行われている。また、幼稚園、小学校・
中学校及び高等学校の教員養成においても、
教職に関する科目において、「障害のある幼
児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程」について取り扱うこととしているほか、
特別支援教育について学ぶ科目を開設してい
る大学もある。
　また、研修を通じた資質向上を図るため、
国立特別支援教育総合研究所においては、特
別支援教育関係の教職員等に対する研修を
行っているほか、独立行政法人教員研修セン
ターにおいても、各地域で中核となって活躍
する管理職を育成する学校経営研修において
特別支援教育に関する内容を盛り込んでい
る。さらに、都道府県等教育委員会において
は、小学校等の教諭等の初任者研修や10年経

験者研修においても、特別支援教育に関する
内容を盛り込んでいる。このほか放送大学に
おいて、現職教員を主な対象とした特別支援
学校教諭免許状取得のための科目が開講され
ている。
　また、教員免許更新制における免許状更新
講習においても、必修領域の項目の一つであ
る「子どもの変化についての理解」の中で特
別支援教育に関するものを含めて扱うことが
規定されている。

（３）免許制度の改善

　平成19年度より、従来、盲学校・聾学校・
養護学校ごとに分けられていた教諭の免許状
が、特別支援学校の教諭の免許状に一本化さ
れている。同時に、特別支援学校教諭免許状
の取得のためには、様々な障害についての基
礎的な知識・理解と同時に、特定の障害につ
いての専門性を確保することとなっている。
また、大学などにおける特別支援教育に関す
る科目の修得状況などに応じ、教授可能な障
害の種別（例えば「視覚障害者に関する教育」
の領域など）を定めて授与することとしてい
る。
　ただし、特別支援学校教諭免許状について
は、教育職員免許法上、当分の間、幼・小・
中・高等学校の免許状のみで特別支援学校の
教員となることが可能とされているため、専
門性確保の観点から保有率を向上させること
が必要である。
　特別支援学校の教員の特別支援学校教諭等
免許状の保有率は、全体で71.5％（平成25年
５月１日現在）であり、全体として前年度と
比べ0.4ポイント増加しているが、依然とし
て低い状況にある。このため、各都道府県教
育委員会等において教員の採用、配置、現職
教員の特別支援学校教諭免許状取得等の措置
を総合的に講じていくことが必要である。
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（４）特別支援教育の関係機関等

ア　 独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所

　国立特別支援教育総合研究所は、我が国に
おける特別支援教育のナショナルセンターと
して、自閉症を併せ持つ知的障害のある子ど
もの教育を行っている筑波大学附属久里浜特
別支援学校との連携を図りながら、実際的な
研究を総合的に行うとともに、各都道府県等
において指導的立場に立つ教職員等を対象
に、「特別支援教育専門研修」や「就学相談・
支援担当者研究協議会」、「発達障害教育指導
者研究協議会」等の研修事業を実施している。
さらに、同研究所の「発達障害教育情報セン
ター」において、教育関係者等に対し、イン
ターネットを通じて、発達障害に関する各種
教育情報の提供や教員向けの研修講義の配信
を 行 っ て い る。（参 照：http://icedd.nise.
go.jp（※発達障害教育情報センターホーム
ページへリンク））。

イ　特別支援教育センター
　都道府県の特別支援教育センターにおい
て、当該都道府県における特別支援教育関係
職員の研修、障害のある子どもに係る教育相
談、特別支援教育に係る研究・調査等が行わ
れている。

４．社会的及び職業的自立の促進

（１） 特別支援学校と関係機関等の連携・協
力による就労支援

　障害のある人が、生涯にわたって自立し社
会参加していくためには、企業等への就労を
支援し、職業的な自立を果たすことが重要で
ある。しかしながら、近年、特別支援学校高
等部卒業者の進路を見ると、福祉施設等入所
者の割合が約64％に達する一方で、就職者の

割合は約28％となっており、職業自立を図る
上で厳しい状況が続いている。この背景とし
ては、特別支援学校高等部卒業後の就職者数
は増加しているものの、特別支援学校高等部
在籍者数も大幅に増加しており、就職者の割
合が微増にとどまっている状況にある。
　障害者の就労を促進するためには、教育、
福祉、医療、労働などの関係機関が一体となっ
た施策を講じる必要がある。
　このため、文部科学省では、厚生労働省と
連携し、各都道府県教育委員会等に対し、就
労支援セミナーや障害者職場実習推進事業等
の労働関係機関等における種々の施策を積極
的に活用することや、福祉関係機関と連携を
図り就労への円滑な移行を図ることなど障害
のある生徒の就労を支援するための取組の充
実を促している。
　また、特別支援学校と関係機関との連携に
よる職業教育の改善に関する研究に取り組ん
でいる。

（２）高等教育等への修学の支援

　障害のある人が障害を理由に高等教育への
進学を断念することがないよう、修学機会を
確保することが重要である。
　大学入試センター試験や各大学の個別試験
において、点字・拡大文字による出題、筆跡
を触って確認できるレーズライターによる解
答、チェック解答、試験時間の延長、代筆解
答の受験上の配慮がおこなわれている。また、
平成25年度大学入試センター試験（平成25年
１月実施）から、障害のある入学志願者が出
願しやすいよう、希望者に対し、出願前に受
験上の配慮の内容を通知することに取り組ん
でいる。
　学校施設については、障害のある人の円滑
な利用に配慮するため、従来よりスロープ、
エレベーター、手すり、障害者用トイレ等の
整備を進めるとともに、支障なく学生生活を
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